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・第６章第２節「目標の達成により期待される効果の定量化」の追加 

第３回改定 平成 31年３月 ・第１章、第２章の時点修正 

・第３章第４節「交通ネットワークを軸とした地域形成に係る方向性」、第５

節「立地適正化計画制度による将来の都市骨格構造」の追加 

・第４章第１節「都市機能誘導区域」の一部改定 

・第４章第２節「居住誘導区域」、第３節「中心拠点における低未利用土地等

の活用」、第４節「官民連携によるまちづくりの推進」の追加 

・第６章第１節「本計画の目標指標」の一部改定 

第４回改定 令和６年８月 ・第１章第６節第２項「第２項 佐久圏域都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」の更新 

・第５章「防災指針」の追加 

・第６章第２節「目標の達成により期待される効果の定量化」の一部改定 

第５回改定 令和８年３月 

（予定） 

・第２章の時点修正と課題の整理 

・第３章第４節「多極ネットワーク型の地域形成の方向性」、第５節「立地適

正化計画制度による将来の都市骨格構造」に「地域拠点の設定」を追加 

・第４章第１節に「誘導区域の設定の基本的な考え方」を追加 

・第４章第２節に「都市機能誘導区域の地域拠点の設定方針及び具体的な範

囲」を追加 

・第４章第３節に「居住誘導区域の地域拠点における具体的な範囲」を追加 

・第６章第１節に「中間評価」を追加 
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第１章 立地適正化計画の概要と本市の将来都市像等 

第１節 立地適正化計画制度 

現在、多くの地方都市では、急速な人口減少が見込まれており、一定の人口規模に支えら

れてきた商業や医療、交通などの生活サービスの提供が困難になりかねない状況が懸念され

ています。さらに、居住地域の拡大にあわせて整備し、維持してきた道路などの社会資本や

公共施設の老朽化が進行しており、厳しい財政状況のもと、その対応も求められています。 

国においては、急速な人口減少と少子高齢化の進展等を背景として、これまでの拡散型の

都市構造から、持続可能な集約型の都市構造への転換を図ることが必要との認識のもと、「都

市再生特別措置法等の一部を改正する法律」を施行し、市町村は住宅及び医療、福祉、商業、

その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るための計画として、「立地適正化計画」を

作成する制度が創設されました。 

小諸市では「立地適正化計画制度」を活用し、多くの市民の皆さんの将来にわたる暮らし

やすさを確保する集約型の都市構造の形成を目指し、平成 29（2017）年３月に「小諸市立地

適正化計画」を策定しました。 

本計画策定後、本市は「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指し、取組を

進めてきました。これにより、中心拠点における都市機能の集約や、小諸駅周辺への居住回

帰の兆しなど、一定の効果が見られています。一方で、人口減少や高齢化は依然として進行

しており、特に児童数の減少により小中学校の統廃合が喫緊の課題となっています。 

こうした中、本市では学校再編計画に基づき、芦原中学校区及び小諸東中学校区における

小中学校の統廃合に向けた取組を推進しています。学校再編は、教育施設という都市機能の

みならず、地域の単位である学校区の居住環境にも影響を及ぼすものであり、本市のまちづ

くりの考え方、方向性にも大きな変化をもたらしています。 

このような背景を踏まえ、拠点形成の在り方及び都市機能誘導・居住誘導等の見直しを行

うことで、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－１ 立地適正化計画のイメージ図（出典：立地適正化計画の手引きより作成）  

①居住誘導区域は、居住を誘導し人口

密度を維持する区域。 

②都市機能誘導区域は、居住誘導区域

に位置し、核となる都市機能（福祉・

医療等）を誘導する区域。 

③居住誘導区域は、原則、用途地域内

に設定される。 

④都市機能誘導区域内や居住誘導区域内での

都市機能誘導施設※の整備に、国の財政支援

措置等の支援施策を用意できる。 

※都市機能誘導施設とは、生活を支える都市機能（福祉・医療・商業等）

のうち、誘導が必要な施設として計画に位置付けられた施設 

⑤区域外での都市機能誘導施設の整備や 3戸以

上の住宅建築等に届出が必要となる。 
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第２節 本計画の対象区域と計画期間 

第１項 対象区域 

小諸都市計画区域の全域 7,899ha 

 

第２項 計画期間 

平成 28（2016）年度から令和 17（2035）年度の 20年間 

 

第３節 本計画の位置づけ 

小諸市立地適正化計画は「小諸市都市計画マスタープラン」の一部として位置付けられ、

長野県の「佐久圏域（小海・佐久穂・小諸・軽井沢・佐久都市計画）都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」及び「小諸市総合計画」を上位計画とし、関連する各種計画との調和

が保たれる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－２ 立地適正化計画の体系図 

  

 

 小諸市第５次基本構想     【根拠法令】地方自治法、市自治基本条例 

 小諸市都市計画マスタープラン      【根拠法令】都市計画法 

 都市づくりの目標 

全体構想 

将来都市構造、都市づくりの方針等 

地区別構想 

市内各地区の地域づくり目標 

 

 

市全域を見渡した中で、立地適正化計画におけ

るまちづくりの方針を設定し、特定の地域（誘導

区域）における具体的な施策をまとめ、目標指標

を設定することが特徴である。 

立地適正化計画 

【根拠法令】都市再生特別措置法 

地域公共交通計画 
【根拠法令】地域公共交通
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第４節 本計画の構成 

本計画の構成は、「第 13 版都市計画運用指針（令和７年３月 31 日一部改正）」（国土交通

省）及び「立地適正化計画の手引き【基本編】（令和７年４月版）」「立地適正化計画の手引き

【資料編】（令和６年４月版）」（国土交通省都市局都市計画課）に準じるものです。 

 

図 １－３ 小諸市立地適正化計画の構成概要 

１ 立地適正化計画の概要 

２ 本市の都市構造を取り巻く現状と課題 

人口の現状と将来見通し、土地利用状況、公共交通網の現状、 

生活利便施設の立地、上位計画・関連計画・関連事業等の整理 

３ 本計画における基本方針 

１） 基本方針の設定にあたって 

２） 本計画における目標 

３） 本計画における基本的な考え方 

４） 多極ネットワーク型の地域形成の方向性 

５） 立地適正化計画制度による将来の都市骨格構造 

４ 都市機能及び居住の誘導 

１） 誘導区域設定の基本的な考え方 

２） 都市機能誘導区域 

３） 居住誘導区域 

４） 低未利用土地等の活用 

５） 官民連携によるまちづくりの推進 

５ 防災指針 

１） 防災指針の概要 

２） 災害リスク分析 

３） 取組の方針 

４） 具体的な取組とスケジュール 

６ 本計画の目標指標及び効果指標 

１） 中間評価 

２） 本計画の目標指標 

３） 目標の達成により期待される効果の定量化 

7 本計画の評価・見直し 

資料編 
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第５節 本市の成り立ち 

本市は昭和 29 年に北佐久郡小諸町、北大井村、大里村、川辺村、三岡村、南大井村の１町

５村が合併したことにより、市制を施行しました。その後、昭和 32 年には北大井地区の一部

（乗瀬地区）が、昭和 34 年には西小諸地区が編入されました。その後、合併や大きな編入が

なく、現在に至っています。 

本市は、旧町村単位により、行政地区が 10 地区に分かれており、更に細かな行政区では 68

区に分かれています。 

 

図 １－４ 行政地区割の状況 

出典：小諸市「小諸市都市計画マスタープラン（平成 28年６月）」  
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第６節 上位計画の整理 

第１項 小諸市総合計画第５次基本構想、小諸市都市計画マスタープラン 

小諸市総合計画第５次基本構想及び小諸市都市計画マスタープランは、同一の将来都市像、

土地利用の方針、まちづくりの柱（政策分野別のまちづくり方針）に基づく計画とするため、

同時策定が行われました。 

 

表 １－１ 小諸市総合計画第５次基本構想、小諸市都市計画マスタープランの概要 

１ 計画期間 
小諸市総合計画第５次基本構想 2016 年度から 2027 年度まで 

小諸市都市計画マスタープラン 2016 年度から 2035 年度まで 

２ 将来像 住みたい 行きたい 帰ってきたい まち 小諸 

～自然と文化と人々が織りなすハーモニーで 

みんなにやさしい 活気あふれる 高原の城下町に～ 

３ 将来目標 

(小諸市総合計画のみ) 

○将来目標１ 

2027 年度に人口 38,279 人かつ年少人口 4,478 人 

○将来目標２ 

2027 年度に小諸市に住み続けたい市民の割合 75％ 

○将来目標３ 

2027 年度に交流人口 544 万人 

４ 土地利用の 

方針 
■自然・地理的特性、歴史的文化遺産、景観を継承・活用した土地利用 

小諸を代表する森林、農地、千曲川、歴史的文化遺産及び良好な景観などを

継承し、小諸の風情を活かした土地利用を図ります。 

■秩序ある市街地の計画的な形成 

現行の土地利用をベースに、秩序ある、魅力にあふれた市街地の形成を目指

します。 

■コンパクトシティの形成を目指す市街地 

少子高齢化、人口減少等が急速に進む中にあって、将来も持続可能な都市と

して存続していくために、都市機能の集約化を促進し、コンパクトシティの形成を

目指した土地利用を図ります。 

■都市・生活を支える拠点の形成 

都市の発展や活性化、住民生活の向上のため、地域の自然的・社会的条件や

特性、広域・地域の交通体系などを踏まえて、土地利用や施設の計画的な誘導

を図ります。 
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４ 土地利用 

の方針 

＜小諸市の都市づくりにおけるゾーニング＞ 

●市街地ゾーン 

用途地域でもある市の中心部については、歴史的・文化的資源を活かしつつ、商

業、工業、居住、公共・公益サービスなど、指定された各用途に基づき都市機能の向

上・集積を図ります。 

●都市型居住ゾーン 

主要幹線道路が整備され、交通アクセスに恵まれた地域であることから、その利便性

を活かしつつ、商業活動の変化に応じた都市型の良好な居住環境の向上を図ります。 

●田園居住ゾーン 

良好な眺望や景観を形成する田園環境に配慮しつつ、市街地に隣接した地域の利

便性を活かした居住環境の向上を目指します。 

●田園集落ゾーン 

優良農地を周辺に抱え、郊外部における中心集落を形成してきた地域であり、自然

に恵まれた田園環境と共存する良好な居住環境の形成を図ります。 

●公園・緑地と居住ゾーン 

千曲川と並行して配置された総合公園が連続する緑豊かな地域であり、景観に配慮

した自然環境の保全と良好な居住環境の形成を図ります。 

●自然と産業協調ゾーン 

豊かな自然環境や景観との調和を維持しながら、新たな産業の立地・創出による活

性化の促進を図るとともに、良好な居住環境の保全を図ります。 

●自然環境・景観ゾーン 

浅間山麓の高原の環境を活かした農業や観光の振興を図るとともに、豊かな自然環

境と良好な居住環境の調和を図り、優れた眺望景観を形成する田園風景を保全しま

す。 

＜小諸市の都市づくりにおける拠点の展開方針＞ 

●高地トレーニングの拠点 

湯の丸高峰併用林道、小諸市総合運動場（天池グラウンド）など高原の特性を活用し

たスポーツ振興や市民の健康増進を図る拠点として位置づけました。 

●賑わいと都市機能の拠点 

低炭素まちづくり計画の推進として、コンパクトシティの形成を図るとともに、市庁舎や

こもろプラザ、小諸厚生総合病院（現 浅間南麓こもろ医療センター）が併設される市役

所敷地周辺を、様々な都市機能が集積した賑わいのある拠点として位置づけました。 

●産業・工業活動の拠点 

移住希望者をはじめとした新たな雇用創出につながる企業誘致を推進するため、小

諸及び佐久北インターチェンジに近接しており、首都圏からの交通アクセスの利便性が

良いという立地を活かし、和田工業団地、上の平工業団地（加増）、インター小諸工業

団地周辺を拠点として位置づけました。 

●公園・緑地の拠点 

都市基幹公園として、総合公園である小諸公園（懐古園）、乙女湖公園、飯綱山公

園、南城公園をそれぞれ、公園の持つ機能に応じた「歴史・文化資源、観光、レクリエー

ション、文化活動、コミュニティ・スポーツ」の拠点として位置づけました。 

●自然・農業・観光振興の拠点 

周辺部の中でも、観光交流や農業体験の代表的施設といえる「みはらし交流館」、

「マンズワイン小諸ワイナリー」、「あぐりの湯こもろ」、「長野県農業大学校」周辺を、自

然・農業体験交流や観光振興を促進するための拠点として位置づけました。 

５ まちづく

りの柱 政
策
分
野
別 

ま
ち
づ
く
り
方
針 

「子育て・教育」 心豊かで自立できる人が育つまち 

「 環 境 」 自然環境を守り、循環型社会の進んだまち 

「 健康 ・ 福祉 」 一人ひとりが健康に心がけ、みんなで支え合うまち 

「 産業 ・ 交流 」 地域の宝､地域の資源を有効活用し､活気ある豊かなまち 

「生活基盤整備」 安心して快適に暮らせるまち 

「 協 働 」 すべての主体が参加し、協働するまちづくり 
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図 １－５ 総合計画（第５次基本構想）の土地利用方針に基づく土地利用のイメージ図 

出典：小諸市「小諸市都市計画マスタープラン（平成 28年６月）」 
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第２項 佐久圏域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

「佐久圏域（小海・佐久穂・小諸・軽井沢・佐久都市計画）都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」では、小海都市計画区域、佐久穂都市計画区域、小諸都市計画区域、軽井沢

都市計画区域、佐久都市計画区域を中心に構成される佐久圏域を対象として、長野県が広域

的見地から、関係市町や住民の意向を反映しながら、各圏域における歴史や文化、地域特性

といった個性を生かし各地域の役割や連携が図られるよう都市計画の目標とその実現に向

けた基本的な方針が示されています。 

 

表 １－２ 佐久圏域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の概要 

１ 策定主体 長野県 

２ 都市計画区域 

の範囲 

小海都市計画区域（対象範囲：小海町の一部） 

佐久穂都市計画区域（対象範囲：佐久穂町の一部） 

小諸都市計画区域（対象の範囲：小諸市の一部） 

軽井沢都市計画区域（対象の範囲：軽井沢町の一部） 

佐久都市計画区域（対象の範囲：佐久市の一部及び御代田町の一部） 

３ 目標年次 都市計画の基本的な方向 令和 22 年 

都市施設などの整備目標 令和 12 年（中間年：令和７年） 

４ 都市づくりの 

基本理念 

壮大で豊かな自然に育まれた「交流・文化・快適」高原都市づくり 

～美しい自然とまちなみ、みんなでつくる佐久ものがたり～ 

５ 都市づくりの 

目標 
① 首都圏との良好なアクセスを活かしながら自律できるコンパクトな都

市づくり 

② 工業地の機能の維持、形成 

③ 全国有数の別荘地環境の保全と圏域全体の観光周遊の促進 

④ 佐久平に広がる田園や高原野菜畑の保全と豊かな自然環境の保全 

⑤ 災害に強いしなやかな圏域の形成 

⑥ 中部横断自動車道の延伸と生活・産業・観光を支える交通体系の強化 
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図 １－６ 圏域構造図 

出典：長野県「佐久圏域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」  
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第３項 上位計画に基づく将来都市像とまちづくりの方針 

本計画における将来都市像及びまちづくりの方針は、小諸市総合計画第５次基本構想及び

小諸市都市計画マスタープランに基づくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １－７ 本計画における将来都市像・まちづくりの方針 
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第２章 本市の都市構造を取り巻く現状と課題 

第１節 人口 

第１項 上位・関連計画の整理 

表 ２－１ 人口に係る上位計画・関連計画 

上位計画・関連計画 関連事項 

小諸市総合計画 

第５次基本構想 

 少子高齢化、人口減少等が急速に進む中で、持続可能な都市とし

て存続していくためのコンパクトシティ形成 

第３期まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 

 移住・定住促進やまちづくりの担い手育成 

 家庭や地域の協働による次世代を担うこども・若者の健全育成 

 高齢者が安心して生き生きと暮らせる地域づくり 

 

第２項 人口の推移と将来見通し 

 １）人口の推移 

本市の人口は平成 12（2000）年をピークに減少をはじめ、高齢化も進行しています。国立

社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という」）による「日本の地域別将来推計人口（令

和５年推計）」では、本計画の目標年度である令和 17（2035）年には人口が 34,995 人まで減

少し、市制が施行された昭和 29 年の人口の 37,020 人を下回るとともに、75 歳以上の人口が

8,911 人とピークを迎えるものと推計されます。 

計画策定時、令和 17（2035）年の人口は、現在の推計よりも少ない 34,396 人となる見込み

であり、人口減少が抑制されていると考えられます。一方、同様に計画策定時の推計と比較

すると、令和 17（2035）年における生産年齢人口の推計値は減少、高齢化率は高まっており、

市内の高齢化は加速していると考えられます。 

図 ２－１ ５歳階級別人口の推移と推計 

出典：【昭和40年・平成 22年・令和２年】長野県「長野県の統計情報（国勢調査）」 

【令和 17年】国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計） 

※昭和 40年・平成 22年・令和２年の総人口は年齢不詳を含む  
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 ２）人口の社会動態※1 

平成 25（2013）年から 10年間の転出入者数及び社会動態をまとめました。社会動態につい

ては、平成７（1995）年から令和２（2020）年までの５歳階級別の推移を示しました。 

 

 令和元（2019）年より転入超過が続いており、令和４（2022）年は約 200 人、令和５（2023）

年は約 300人と、近年は特に転入が増加しています。（図２－２） 

 年齢階級別では、「15 歳～19 歳→20 歳～24 歳」の転出が多く、進学・就職に伴う転出と

考えられます。転入は、「20 歳～24 歳→25～29 歳」が多くなっています。（図２－３） 

 「20 歳～24 歳→25～29 歳」の転入超過人数が減少し、「2005 年→2010 年」は転出超過

になっていましたが、平成 22（2010）年以降は転入超過に転じており、転入者の多くが 39

歳以下の若い世代となっています。（図２－３） 

 

図 ２－２ 社会動態の推移 

図 ２－３ ５歳階級別社会動態の推移 

出典：RESAS 

データ：総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づき 

デジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成  

                                                                                                                                                               
※1：一定期間における住民の転入数と転出数の差 



第２章 本市の都市構造を取り巻く現状と課題  

- 13 - 

 

 ３）各地区の人口分布及び高齢化率 

 （１）現在の人口密度（令和２年） 

令和２年国勢調査に関する地域メッシュ統計（２分の１地域メッシュ別）をもとに作成し

た 10 分の 1細分区画別の「人口密度※2（令和２年）」をまとめました。 

 

 用途地域内には、30 人/ha 以上のエリアが多く、特に鉄道駅周辺に人口の集積が見られま

す。市中心部である小諸駅周辺は、人口が集積している一方で、総人口の減少に伴い人口

密度も低下傾向にあります。（図２－４、図２－５） 

 用途地域外には、各地区に歴史的・社会的背景を踏まえた人口密度の高いエリアが分布し

ています。特に南大井地区の主要な道路沿いに、人口が集積していることが分かります。

（図２－４） 

 現在の人口密度（令和２年）の分布は、計画策定時と同様の傾向にあります。 

 

図 ２－４ 現在の人口密度（令和２年）  

                                                                                                                                                               
※2：10分の１細分区画の面積は１ha（10,000㎡）、そのため「10分の１細分区画の人口 ＝ 人口密度（1ha 当

たりに居住する人口）」となります。 

令和２年（国勢調査） 

総人口：40,991 人 
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図 ２－５ 小諸駅周辺における人口密度の比較（平成 27 年・令和２年） 

 

 

  

平成 27年 

令和２年 
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 （２）現在の高齢化率（令和２年） 

令和２年国勢調査に関する地域メッシュ統計（２分の１地域メッシュ別）をもとに作成し

た 10 分の１細分区画別の人口から算定した「高齢化率（令和２年）」をまとめました。 

 

 用途地域内では、人口密度の高い小諸駅周辺において、高齢化率が高い傾向が見られます。

平成 27 年から令和２年にかけて、高齢化率が市全体の平均（33.6％）より高いエリアが増

加しており、特に大手・相生町・両神・市町・新町などで高齢化率が高くなっています。一

方で、八幡町・東雲などでは高齢化率の低下が見られます。（図２－６、図２－７） 

 用途地域外においても、市全体の高齢化率の平均より高いエリアが分布していますが、南

大井地区や三岡地区においては高齢化率が比較的低い傾向にあります。（図２－６） 

 

図 ２－６ 現在の高齢化率（令和２年）  

令和２年（国勢調査） 

高齢化率：33.6％ 
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図 ２－７ 小諸駅周辺における高齢化率の比較（平成 27 年・令和２年） 

 

  

平成 27年 

令和２年 

八幡町・東雲 

市町・新町・両神 

大手・相生町 
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 （３）現在の 75 歳以上人口密度（令和２年） 

高齢者の人口密度を確認するため、後期高齢者医療制度の対象となる 75歳以上の人口密度

について、令和２年国勢調査に関する地域メッシュ統計（２分の１地域メッシュ別）をもと

に作成した 10 分の１細分区画別の「75 歳以上人口密度（令和２年）」をまとめました。 

 

 用途地域内では、計画策定時と同様に小諸駅周辺に 5 人/ha 以上のエリアが集積していま

す。また、両神では 20 人/ha 以上となっており、特に 75 歳以上の人口が多いことが分か

ります。（図２－８、図２－９） 

 用途地域外では、大里地区・南大井地区の一部に 15 人/ha 以上のエリアの集積が見られ、

特に 75 歳以上の人口が多いことが分かります。（図２－８） 

 

図 ２－８ 現在の 75 歳以上人口密度（令和２年） 

  

令和２年（国勢調査） 

75 歳以上人口：7,268 人

人 
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図 ２－９ 小諸駅周辺における 75 歳以上人口密度の比較（平成 27 年・令和２年） 

  

平成 27年 

令和２年 

両神 
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 ４）将来人口の推計 

将来人口については、現状のまま推移した場合の予測として、地区別・細分区画別に令和

17（2035）年までの人口の動きを把握します。 

推計方法については、令和２年国勢調査の結果を反映した「人口動向分析・将来人口推計

のための基礎データ及びワークシート（令和６年６月版）」※3に基づき、地区別の将来人口を

推計しています。 

また、人口に関してより細かい単位で分析を行うため、土地利用細分メッシュデータ※4を

用いて 10 分の１細分区画※5別の将来人口を作成し、分析を行います。 

 

表 ２－３ 将来人口の推計方法の概要 

図 ２－１０ 地区別・メッシュ別の将来人口推計方法（現状のまま推移した場合） 

 

                                                                                                                                                               
※3：「人口動向分析・将来人口推計のための基礎データ及びワークシート（令和６年６月版）」とは、内閣府地方

創生推進室が地方自治体に対して提供するワークシートで、「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）

年推計）」の最終的な推計結果と整合した、コーホート要因法による将来人口推計を行うことが可能です。 
※4：土地利用細分メッシュデータとは、国土交通省が整備・公開している「国土数値情報」の一種で、全国の土

地利用状況を 100mメッシュ単位で分類したGIS データです。データ分類における「建物用地」に対して人

口データを配分します。 
※5：10 分１細分区画とは、基準地域メッシュ（１辺が１km）を縦横に 10等分したものです。１辺の長さは 100ｍ

となっています。 

7地区／コーホート要因法

基準人口
総務省統計局
「令和2年国勢調査」（小地域集計）

将来の生残率
社人研
「将来の生残率（市区町村編）」

将来の純移動率
社人研による純移動率の基本仮定に基づき、地区
別に直近期間の純移動率を算出し、将来の純移動
率を算定

将来の子ども女性比
社人研
「将来の子ども女性比（市区町村編）」

将来の0-4歳性比
社人研
「将来の0-5歳性比（市区町村編）」

推計単位／推計方法

仮
定
値
の
設
定

令和2年国勢調査

（小地域集計）

↓

7地区別に集計

コーホート要因法による

将来人口推計

地区別の将来人口

土地利用細分メッシュデータに

将来人口推計を配分
10分の1細分区画別の

将来人口
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 ５）各地区の人口分布と高齢化率の見通し 

 （１）地区別人口の見通し（現状のまま推移した場合） 

令和２年国勢調査（小地域集計）をもとに推計した７地区別の将来人口（社人研（令和５

年推計）準拠）をまとめました。 

 

 人口については、令和 17 年には 34,995 人と策定時より 20.5%、現在より 14.6％ほど減少

する見込みとなっています。地区別に見ると、中央、大里、川辺の減少率が平均値により

も高く、三岡、西小諸の減少率は概ね平均値、北大井、南大井の減少率は平均値よりも低

くなっています。 

 年少人口については、令和 17 年には 2,988 人と策定時より 49％、現在より 36.8%ほど減少

する見込みとなっています。北大井、三岡、南大井に比べ、中央、大里、川辺、西小諸の減

少率はやや高めです。 

 高齢化率をみると、令和 17 年には、市全体で 40.1％と策定時より 13.9%、現在より 6.3％

高くなります。中央、大里、川辺、西小諸が平均値よりも高く、三岡は概ね平均値、北大

井、南大井は平均値より低くなっています。 

 

表 ２－４ 地区別将来人口・構成比（現状のまま推移した場合） 

 

 

  

年少

(0～14歳)

生産年齢

(15～64歳)

老年

(65歳以上)

年少

(0～14歳)

生産年齢

(15～64歳)

老年

(65歳以上)

年少

(0～14歳)

生産年齢

(15～64歳)

老年

(65歳以上)

人 43,997 5,860 26,628 11,509 40,991 4,731 22,404 13,856 34,995 2,988 17,982 14,025

％ ― 13.3 60.5 26.2 ― 11.5 54.7 33.8 ― 8.5 51.4 40.1

人 16,973 2,207 9,886 4,880 15,079 1,624 8,100 5,355 12,661 1,085 6,325 5,251

％ ― 13.0 58.2 28.8 ― 10.8 53.7 35.5 ― 8.6 50.0 41.4

人 8,083 1,124 5,117 1,842 7,755 1,016 4,394 2,345 6,828 578 3,615 2,635

％ ― 13.9 63.3 22.8 ― 13.1 56.7 30.2 ― 8.5 52.9 38.6

人 3,135 332 1,762 1,041 2,815 282 1,376 1,157 2,210 159 1,024 1,027

％ ― 10.6 56.2 33.2 ― 10.0 48.9 41.1 ― 7.2 46.3 46.5

人 2,122 205 1,246 671 1,899 159 907 833 1,531 104 637 791

％ ― 9.7 58.7 31.6 ― 8.4 47.7 43.9 ― 6.8 41.6 51.6

人 3,876 511 2,442 923 3,539 373 2,043 1,123 3,072 261 1,561 1,249

％ ― 13.2 63.0 23.8 ― 10.6 57.7 31.7 ― 8.5 50.8 40.7

人 7,648 1,206 4,836 1,606 7,915 1,055 4,516 2,344 6,984 662 3,968 2,354

％ ― 15.8 63.2 21.0 ― 13.3 57.1 29.6 ― 9.5 56.8 33.7

人 2,160 275 1,339 546 1,989 222 1,068 699 1,709 139 851 719

％ ― 12.7 62.0 25.3 ― 11.2 53.7 35.1 ― 8.1 49.8 42.1

年齢３区分別

中央

北大井

単位

【策定時】平成22年(2010年) 【現在】令和2年(2020年) 【将来】令和17年(2035年)

総人口

年齢３区分別

総人口

年齢３区分別

総人口

南大井

西小諸

総数

地区

大里

川辺

三岡
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 （２）将来の人口密度（令和 17 年）（現状のまま推移した場合） 

令和２年国勢調査（小地域集計）をもとに推計した将来人口を、10分の１細分区画別の「人

口密度（令和 17 年）」をまとめました。 

 

 平成 27 年時点では、人口減少に伴い、市内各地区において人口密度の高い居住地域が減少

するものと予想されていましたが、令和２年時点では、人口密度の高い居住地域は増加し、

人口密度が低い居住地域は減少する予想となっています。 

 用途地域内では、人口密度が 20 人/ha 以上のエリアは 347ha から 357ha に増加し、20 人

/ha 未満のエリアが 366ha から 178ha に減少します。（図２－11、表２－５） 

 用途地域外では、南大井地区に 30 人/ha 以上のエリアが多く見られると予測されます。（図

２－11、表２－５） 

 

 

図 ２－１１ 将来の人口密度（令和 17 年）（現状のまま推移した場合）  

令和 17年（社人研） 

総人口：34,995 人 
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表 ２－４ 人口密度別の面積の推移 

 

 

 

 

 

  ※「用途地域内」及び「用途地域外」の人口は、図面計測による推計値  

市全域 市全域

用途地域内 用途地域外 用途地域内 用途地域外

40人/ha以上 158 75 83 105 58 47

30～40人/ha未満 213 114 99 262 117 145

20～30人/ha未満 382 158 224 509 182 327

（単位：ha）

令和２年（2020年） 令和17年（2035年）
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 （３）将来の高齢化率（令和 17 年）（現状のまま推移した場合） 

10 分の１細分区画別の将来人口から算定した「高齢化率（令和 17 年）」をまとめました。 

 

 小諸駅周辺に高齢化率 40％以上のエリアが多くなる予測となっています。（図２－12） 

 用途地域外では、主に中央（東部）地区、大里地区、川辺地区に高齢化率 40％以上のエリ

アが存在する予測となっています。（図２－12） 

 

 

図 ２－１２ 将来の高齢化率（令和 17 年）（現状のまま推移した場合） 

 

  

令和 17年（社人研） 

高齢化率：40.1％ 
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 （ア）将来の 75 歳以上人口密度（令和 17 年） 

10 分の１細分区画別の「75 歳以上人口密度（令和 17 年）」をまとめました。 

 

 平成２７年時点では、特に小諸駅周辺地域や南大井地区で 75 歳以上人口密度が高くなる予

測でしたが、令和２年時点の予測では、中央（西部）地区や大里地区で高くなると見込ま

れています。（図２－13） 

 

 

図 ２－１３ 将来の 75 歳以上人口密度（令和 17年） 

 

  

  

令和 17年（社人研） 

75 歳以上人口：8,911 人 
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第３項 人口集中地区の変遷 

昭和 43 年に現在の都市計画法が制定され、本市では、昭和 49 年に用途地域を指定し、計

画的な土地利用の誘導が図られてきました。そこで、市街地の広がりを確認するため、昭和

45 年から平成 27 年の人口集中地区※6の変遷をまとめました。 

 

 これまで本市では昭和 45 年から平成２年までは、人口の増加に伴い人口集中地区は拡大し

ましたが人口密度は低下しました。 

 人口減少に転じてからは、人口密度の低下と人口集中地区の範囲が縮小しながら推移し、

人口集中地区は令和２年に消失しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－１４ 人口集中地区の人口・人口密度・面積の推移 

出典：総務省統計局「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－１５ 人口集中地区の変遷（昭和 45 年～平成 27 年） 

出典：国土交通省国土政策局「国土数値情報（人口集中地区データ）」 

  

                                                                                                                                                               
※6：人口集中地区とは、国勢調査（総務省統計局）の統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定め

たものであり、設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査

区（以下「基本単位区等」という）を基礎単位として、１）原則として人口密度が 4,000 人／㎢以上の基本

単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、２）それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人

以上を有する地域を「人口集中地区」としています。 
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第２節 土地利用 

第１項 本市の都市計画の概要 

 １）都市計画区域 

本市の行政区域（9,855ha）のうち、都市計画区域が 7,899ha（80.1％）の範囲で指定され

ています。また、区域区分（線引き）の指定はありません。 

都市計画区域は、浅間山などの上信越高原国立公園の区域を除く市域の可住地を全て含ん

でいることから、都市計画区域の人口は行政区域の人口と同規模となっています。 

 

 

図 ２－１６ 小諸都市計画の区域 

出典：小諸市「小諸市都市計画基礎調査（令和３年度）」  

（単位：人）

昭和60年
（1985年）

平成2年
（1990年）

平成7年
（1995年）

平成12年
（2000年）

平成17年
（2005年）

平成22年
（2010年）

平成27年
（2015年）

令和２年
（2020年）

43,705 44,888 45,710 46,158 45,499 43,997 42,512 40,991

43,705 44,888 45,710 46,158 45,499 43,997 42,512 40,991

用途地域内 19,184 18,517 17,719 17,044 16,208 14,273 14,444 13,482

用途地域外 24,521 26,371 27,991 29,114 29,291 29,724 28,068 27,509

■ 人口の推移

区域

行政区域

都市計画区域

※令和２年「用途地域内」及び「用途地域外」の人口は、図面計測による推計値
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 ２）用途地域の指定 

用途地域は市の中央に指定されており、その内訳は住居系用途 65.0％、工業系用途 27.1％、

商業系用途 7.9％となります。 

 

表 ２－５ 用途地域の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２－１７ 用途地域の指定 

出典：小諸市「小諸市都市計画基礎調査（令和３年度）」  

（単位：ha）

第一種
低層住居
専用地域

第二種
高層住居
専用地域

第一種
住居地域

第二種
住居地域

準住居
地域

近隣商業
地域

商業地域
準工業
地域

工業地域
工業専用
地域

合計
用途地域
指定外区域

決定
年月日

93 127 177 23 23 11 43 123 22 40

用途地域指定区域

682 7,217

当初決定
S49.7.15

最終決定
H22.9.29

住居系 商業系 工業系

443

65.0％

54

7.9％

185

27.1％
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第２項 土地利用動向 

 １）土地利用状況 

令和３年度時点の土地利用※7の状況をまとめました。 

 

 用途地域内に住宅用地が集積しています。 

 用途地域外では、各地区に人口密度の高いエリアが分布しており、特に南大井地区や三岡

地区において、住宅用地が多くなっていることが分かります。 

 平成 21 年度と令和３年度を比較すると、住宅用地及び商業用地は増加し、公益施設用地は

減少しています。 

 

 

図 ２－１８ 土地利用状況 

出典：小諸市「小諸市都市計画基礎調査（令和３年度）」  

                                                                                                                                                               
※7：「その他用地」の内訳 

田、畑、公共空地、工業用地、山林、水面、その他の空地、その他の自然地 

■土地利用面積の比較（QGISにより計測） (㎡)
住宅用地 商業用地 公益施設用地

H21年度 8,413,284 997,350 1,429,891
R3年度 8,634,458 1,063,528 1,362,167
面積の増減 221,174 66,177 -67,724
※公益施設は「公益施設」「学校、企業厚生施設等の施設」「社寺、境内等」「林業、農

地試験所等」含む
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 ２）地価公示・基準地価 

地価公示及び都道府県地価調査における標準地・基準地の地価の分布と推移をまとめまし

た。分布図においては、地価公示は平成 28 年１月１日と令和７年１月１日との比較を行い、

都道府県地価調査は平成 28 年７月１日と令和７年７月１日との比較を行いました。 

 

 市内すべての調査地点で、平成 28 年からの９年間で１割前後下落しています。計画策定時、

平成 23 年から平成 28 年までの５年間で２割ほど下落していたことに比べ、地価の下落は

緩やかになっていることが分かります。（図２－19、図２－20） 

 市内すべてで地価の下落が続いていましたが、住宅地地価・商業地地価は令和３年から、

工業地地価は平成 25年からほぼ横ばいとなっています。（図２－20） 

 平成 28 年・令和７年ともに、最も地価の高い地点は小諸駅前（商業地）です。小諸駅前（商

業地）は、他の地点と同様に地価の下落が続いていましたが、令和７年に 37,100 円/㎡と

なったことで上昇に転じています。（図２－19、図２－20） 

 

 

図 ２－１９ 標準地・基準地の地価分布図（令和７年） 

出典：国土交通省国土政策局「国土数値情報（地価公示・都道府県地価調査データ）」 
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図 ２－２０ 標準地・基準地の地価推移図（平成 23 年から令和７年） 

出典：国土交通省国土政策局「国土数値情報（地価公示・都道府県地価調査データ）」 
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 ３）空き家状況 

平成 27 年度に行われた空き家調査の結果について、空き家数の密度を２分の１地域メッシ

ュ単位で表示しました。 

 

 用途地域内では、特に小諸駅及び東小諸駅周辺に空き家数が多いことが分かります。 

 用途地域外では、各地区に相当数の空き家が分布しています。 

 空き家バンク制度等の活用により居住誘導区域内の 30 戸余りの活用が進んでいます。 

 今後、人口密度の低下や高齢化に伴い、空き家数の増加が課題になるものと考えられます。 

 

 

図 ２－２１ 空き家状況 

出典：小諸市「平成 25・26年緊急雇用創出事業市民協働移住・定住促進支援事業における空き家調査」 

  

空き家件数 960 戸 

うち用途地域内 530 戸 

用途地域外 430 戸 
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第３項 土地利用規制 

 １）関係法令等による規制等 

 （１）法規制の現況 

土地利用について、用途地域を除き、法令で規制される区域である「農振農用地※8」、「自然

公園特別地域※9」、「保安林※10」の現況をまとめました。 

 

 用地地域を除き、法令で土地利用を規制される区域は、各地区とも優良農地が広がる農振

農用地が主となっています。 

 南大井地区や三岡地区の居住集積が進んでいる地域では、今後も農地転用等が進むものと

予測されます。 

 

 

図 ２－２２ 法規制の現況 

出典：【農振農用地】国土交通省国土政策局「国土数値情報（農業地域）（平成 27年度）」 

【自然公園特別地域】国土交通省国土政策局「国土数値情報（自然公園）（平成 27年度）」 

【保安林】長野県「信州くらしのマップ」  

                                                                                                                                                               
※8：根拠法「農業振興地域の整備に関する法律」 

※9：根拠法「自然公園法」 

※10：根拠法「森林法」 
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 （２）ハザード区域の状況 

土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」及び災害発生の懸念より

建築行為が規制される「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」をハザード区域としてまと

めました。なお、ハザード区域は対策工事等により随時変更されます。 

 

 主に河川沿いに土砂災害警戒区域（イエローゾーン）及び土砂災害特別警戒区域（レッド

ゾーン）が指定されています。 

 

 

図 ２－２３ ハザード区域の状況 

出典：【土砂災害特別警戒区域】小諸市「浸水・土砂災害ハザードマップ」 
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 （３）ハザード区域内の居住状況と見通し 

ハザード区域と将来の人口密度、高齢化率を重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 ハザード区域が指定されている居住地域があることから、ハザード区域外への移転促進や

ハード・ソフトの一体的な災害対策等による安全な居住環境の確保が求められます。 

 

図 ２－２４ ハザード区域・将来の人口密度（令和 17 年） 

図 ２－２５ ハザード区域・将来の高齢化率（令和 17 年）  
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第３節 公共交通 

第１項 関連計画の整理 

 １）小諸市地域公共交通網形成計画 

地域公共交通網形成計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、地域交

通法という）に基づき策定される計画で、“地域にとって望ましい公共交通網のすがた”を明

らかにするもので、まちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを構築するための制

度です。 

 

表 ２－６ 小諸市地域公共交通網形成計画の概要 

１ 計画期間 平成 28（2016）年度から令和２（2020）年度まで 

２ 基本方針 １ コンパクトなまちづくりに寄与する公共交通軸の実現 

２ 多様な利用者ニーズへの対応による公共交通の利用促進 

３ 公共交通事業者・関係組織との連携による持続可能な公共交通網の構築 

３ 事業・施策 

の考え方 

１ 定時定路線型の運行改善 

２ デマンド型の運行改善 

３ 中心市街地での交通利便性の向上 

４ 通勤通学者への配慮 

５ 観光利用者向けサービスの提供 

６ 利用しやすい公共交通サービスの提供 

７ 情報発信や割引サービスによる公共交通の利用促進 

８ 公共交通事業者・関係組織との連携強化 

 

 ２）小諸市地域公共交通計画 

令和２年 11月に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」により、原則

として全ての地方公共団体において、協議会方式で地域公共交通計画を作成することが努力

義務化されました。これを受け、本市では令和８年３月に策定を予定しています。 

人口減少や高齢化の進展により、日常生活に必要な移動の確保は、医療・福祉・子育て教

育・商業等の都市機能を将来にわたり維持していく上で、極めて重要な課題となっています。 

本計画は、立地適正化計画との整合を図りながら、多極ネットワーク型コンパクトシティ

の実現に向けて、中心拠点等と居住地域を結ぶ公共交通網の維持・確保を目的として策定す

るものです。 
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第２項 幹線的な公共交通 

本市を通る鉄道には、しなの鉄道線及び JR 小海線があり、両路線の結節点として、小諸駅

が立地しています。このため、「佐久圏域拠点」にも位置付けられています。 

近年は、観光等による定期外利用者は増加傾向にある一方、少子化の影響により通学定期

利用者等の減少に伴い、令和６年度の小諸駅利用者は計画策定以前の平成 25 年度と比べて、

減少しています。 

また、路線バスについては、民間事業者により路線の維持が図られてきたものの、令和３

年度に地域間幹線系統バス「佐久上田線」が廃止されて以降、市内において新たな幹線的バ

ス路線は設定されていません。 

通勤・通学など市町村間をまたぐ移動においては、鉄道の果たす役割は極めて重要である

ことから、鉄道サービス水準の維持・向上のため、沿線市町村等と連携した協調的な支援を

行うとともに、小諸駅の拠点性強化や利用促進に取り組みます。 

 

表 ２－７ 幹線的な公共交通機関の年間利用者数 

 

鉄道 地域間幹線バス 

ＪＲ小海線 

小諸駅 

しなの鉄道 

小諸駅 

佐久上田線（千曲バス） 

小諸区間乗降者数 

計画策定以前 
（平成 25 年度） 

594,103 人 

（平成 25 年度） 

1,192,465 人 

（平成 26 年度） 

60,000 人 

令和６年度 555,457 人 973,569 人 （令和３年度廃線） 

出典：【鉄道（計画策定以前）】長野県「長野県統計書 平成25年版」 

【地域間幹線バス（計画策定以前）】千曲バス輸送人員資料より推計 

 

第３項 その他の公共交通 

 １）コミュニティ交通の現状 

本市では、平成 27年度から市内全域を対象にデマンド交通「こもろ愛のりくん」を運行

し、市民の日常の移動手段の確保に取り組んできました。また、定時定路線バスとして「愛

のりすみれ号」を７路線運行してきました。（図２－26、図２－27） 

令和３年８月からは、コミュニティバス運行事業の効率化を図るため、利用者が減少し

ていた定時定路線バスを廃止し、デマンド交通「こもろ愛のりくん」により市内居住地域

をカバーする運行形態に本格移行しています。（図２－26） 

こもろ愛のりくんの利用者数は約１万人増加しています。（表２－８） 

 

表 ２－８ コミュニティ交通の年間利用者数 

  コミュニティ交通年間利用者数 

こもろ愛のりくん 愛のりすみれ号 

計画策定時（H28） 66,058 人 45,736 人 20,322 人 

R６ 56,840 人 56,840 人 - 
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図 ２－２６ 「こもろ愛のりくん」運行区域及び乗降場所配置図 

図 ２－２７ 「愛のりすみれ号」路線図（全路線休止中） 

 

 ２）官民連携による新たな交通サービス等の検討 

中心拠点の回遊性の向上や観光ニーズに対応するため、官民連携による新たな交通サー

ビスや観光周遊バス等について、社会実験や試験運行を通じた検討が行われています。 

乗降場所 217 箇所 
西小諸・大里エリア 

中央東部・菱野エリア 

北大井エリア 

南大井・三岡エリア 

川辺エリア 

共通エリア 
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第４項 公共交通利便地域と人口分布の将来見通し 

 １）公共交通利便地域 

本市における公共交通の現状を踏まえ、鉄道駅徒歩圏及びコミュニティ交通徒歩圏を「公

共交通利便地域」として設定します。 

デマンド交通「こもろ愛のりくん」は、１日あたり往復 10 本以上運行されており、行政

機関や鉄道駅のほか、生活利便施設が乗降場所に設定されていることから、国道軸・主要

生活道路の沿道の生活利便施設が立地する地域において交通利便性が高いと考えられます。 

 

〇 公共交通利便地域の設定根拠 

 鉄道駅徒歩圏の範囲については、平成 26 年度国土交通省「都市機能立地支援事業制度  

要綱」における中心拠点の定義及び、平成 26 年国土技術政策総合研究所「アクセシビリテ

ィ指標活用の手引き」における徒歩の限界距離を踏まえ、「半径１km」とします。（図２－

28） 

 コミュニティ交通徒歩圏の範囲については、平成 26 年国土交通省「都市構造の評価に   

関するハンドブック」を参考に、「半径 300ｍ」とします。（図２－29） 

 

 

図 ２－２８ 鉄道駅徒歩圏 

出典：国土交通省国土政策局「国土数値情報（鉄道・バス停留所データ）」 
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図 ２－２９ コミュニティ交通徒歩圏 

図 ２－３０ 公共交通利便地域 
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 ２）人口分布の将来見通し 

 公共交通利便地域と将来の人口密度、高齢化率、75 歳以上人口密度を重ね合わせ、課題

を整理しました。 

 

 公共交通利便地域には、用途地域内の人口密度が比較的高い居住地域が含まれています。

（図２－30） 

 一方、公共交通利便地域においても、人口密度の低下が見込まれており、公共交通の利用

率低下を招くことが懸念されることから、公共交通サービス水準の維持に向けて、公共交

通利便地域内の人口密度の維持が求められます。（図２－30） 

 小諸駅周辺では、高齢化率及び 75 歳以上人口密度が高い地域が集積しており、公共交通の

利便性確保と併せて、歩いて暮らせる生活圏の形成が求められます。（図２－31、図２－32） 

 

図 ２－３１ 公共交通利便地域・将来の人口密度（令和 17 年） 
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図 ２－３２ 公共交通利便地域・将来の高齢化率（令和 17 年） 

 

図 ２－３３ 公共交通利便地域・将来の 75 歳以上人口密度（令和 17 年）  
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第４節 生活利便施設 

市民が生活する上で利用する都市機能施設（娯楽に関する施設を除く）を生活利便施設と

して立地状況をまとめました。なお、生活利便施設の種類は、下表のとおりです。 

 

表 ２－９ 生活利便施設の種類 

 

 

 

該当施設 出典

病院 長野県「長野県病院名簿（令和6年10月1日現在）」

診療所 長野県「長野県一般診療所名簿（令和6年10月1日現在）」

介護老人保健施設
長野県「令和6年度社会福祉施設名簿（令和6年5月1日現在）」
※施設区分：介護老人保健施設

老人ホーム等

障害者福祉施設等

児童福祉施設等

地域包括支援センター

高齢者福祉センター

保育園（公立）
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：子育て支援施設
　中分類：幼稚園・保育園・認定こども園

保育園（私立）
長野県「令和6年度社会福祉施設名簿（令和6年5月1日現在）」
※施設区分：保育所（私立民営）

幼稚園（私立） 長野県「令和6年度私立幼稚園名簿（令和6年5月1日現在）」

幼児・児童施設
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：子育て支援施設
　中分類：幼児・児童施設

小学校・中学校
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：学校教育系施設
　中分類：学校

高等学校 長野県教育委員会「公立高等学校一覧（2024年5月20日現在）」

専門学校 長野県「私立専修・各種学校名簿（令和6年5月1日現在）」

文化センター
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：市民文化系施設
　中分類：文化施設

図書館
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：社会教育系施設
　中分類：図書館

博物館・美術館

小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：社会教育系施設
　中分類：博物館等
　細　別：博物館、美術館

資料館

小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：社会教育系施設
　中分類：博物館等
　細　別：資料館

文化財
小諸市「小諸市HP　文化財・埋蔵文化財」
※施設区分：国指定等

スーパーマーケット ｉタウンページ「業種検索：スーパーマーケット」

コンビニエンスストア ｉタウンページ「業種検索：コンビニエンスストア」

食料品店 ｉタウンページ「業種検索：食料品店」

薬局・薬店
(日用品を扱う施設のみ)

ｉタウンページ「業種検索：薬局、薬店」
※日用品を扱う施設のみ

ホームセンター ｉタウンページ「業種検索：ホームセンター」

銀行 ｉタウンページ「業種検索：銀行」

信用組合 ｉタウンページ「業種検索：信用組合」

信用金庫 ｉタウンページ「業種検索：信用金庫」

労働金庫 ｉタウンページ「業種検索：労働金庫」

郵便局 ｉタウンページ「業種検索：郵便局・郵便業」

農業協同組合 ｉタウンページ「業種検索：農業協同組合」

市役所
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：行政系施設
　中分類：庁舎等

警察署・交番 長野県警察「小諸警察署」

消防署
小諸市「小諸市公共施設等総合管理計画 改訂版（令和4年3月）」
※大分類：行政系施設
　中分類：消防施設

医療施設

類型

子
育
て
・
教
育
施
設

子育て施設

教育施設

歴史的・文化的施設

行政施設

福祉施設

日用品を扱う
商業施設

金融施設

長野県「令和6年度社会福祉施設名簿（令和6年5月1日現在）」
※施設区分：老人ホーム等、障害者福祉施設等、児童福祉施設等、
　地域包括支援センター、高齢者福祉センター
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第１項 医療施設 

 １）上位計画の整理 

表 ２－１０ 医療施設に係る上位計画 

上位計画 関連事項 

小諸市総合計画 

第５次基本構想 

 必要な時に安心して医療・介護を受けられる体制の構築 

 医療に係る情報の適切な提供 

 健診を受けやすい環境の整備 

 

 ２）施設の立地に係る現状 

医療施設として、建築基準法、医療法及び老人保健法に基づく病院、診療所、介護老人保

健施設の分布をまとめました。 

 

 病院は市内に２施設あり、集約型都市の形成に向けて、平成 29 年度には浅間南麓の中核病

院として二次救急医療体制を担う、浅間南麓こもろ医療センター※11を小諸駅に近接する市

庁舎敷地で整備しています。 

 診療所及び介護老人保健施設は、川辺地区を除いた各地区に分布しており、小諸駅周辺地

域に集積しています。 

 病院は２施設中１施設が、診療所は 33 施設中 16 施設が、介護老人保健施設は３施設中１

施設が公共交通利便地域内に立地しています。 

 計画策定時から、施設の立地に大きな変化はありません。 

 

図 ２－３４ 医療施設の分布  

                                                                                                                                                               
※11：浅間南麓こもろ医療センターは、平成 29年 12 月に市庁舎敷地で開院しました。 

■医療施設

分類 施設数

病院 2

診療所 32

介護老人保健施設 3

計 37
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 ３）施設の立地に係る課題 

医療施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 医療施設は、比較的人口密度の高いエリアに集積しています。 

 浅間南麓こもろ医療センターをはじめとした、市中心部となる小諸駅周辺の医療施設の立

地の維持が求められます。 

 公共交通利便地域外に立地する医療施設についても、「こもろ愛のりくん」などの交通サー

ビスの維持により、誰もが適時適切に医療を受けられる環境づくりが求められます。 

 

図 ２－３５ 医療施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第２項 福祉施設 

 １）上位計画・関連計画の整理 

表 ２－１１ 福祉施設に係る上位計画・関連計画 

上位計画・関連計画 関連事項 

小諸市総合計画 

第５次基本構想 

 必要な時に安心して医療・介護を受けられる体制の構築 

 介護に係る情報の適切な提供 

 高齢者が生きがいを持って生活できるような施策の実施 

第２期小諸市地域福祉

計画・地域福祉活動計画 

 包括的な相談・支援体制の整備 

 包括的な地域の基盤づくり、居場所づくりへの取組 

 

 ２）施設の立地に係る現状 

建築基準法及び福祉関連法に基づく福祉施設（老人ホーム等、障害者福祉施設等、児童福

祉施設等、地域包括支援センター、高齢者福祉センター）の分布をまとめました。 

 

 福祉施設は、川辺地区と西小諸地区を除く各地区に広く分布が見られます。 

 令和３年度、集約型都市の形成に向けて、老朽化していた高齢者福祉センターを小諸駅に

近接する複合型中心拠点誘導施設「こもテラス」内に整備しています。また、浅間南麓こ

もろ医療センターと連携した病児・病後児保育施設も併設されています。 

 

図 ２－３６ 福祉施設の分布  

■福祉施設

分類 施設数

老人ホーム等 42

障害者福祉施設等 34

児童福祉施設等 16

地域包括支援センター 1

高齢者福祉センター 1

計 94
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 ３）施設の立地に係る課題 

福祉施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 福祉施設の多くが、各地区の人口密度の高い居住地域に立地しています。 

 高齢者福祉センターは、市中心部となる小諸駅周辺での立地の維持が求められます。 

 市内各地区に分布する福祉施設について、「こもろ愛のりくん」などの交通サービスの維持

により、誰もが適時適切に介護等を受けられる環境づくりが求められます。 

 

図 ２－３７ 福祉施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第３項 子育て・教育施設 

 １）上位計画・関連計画の整理 

表 ２－１２ 子育て・教育施設に係る上位・関連計画 

上位・関連計画 関連事項 

小諸市総合計画 

第５次基本構想 

 教育環境の整備 

 学校施設の開放 

小諸市ひと・まち・ 

しごと創生総合戦略 

 安心して子育てができる環境を整備するための小諸市子ども

子育て支援計画事業に基づく必要な施設やサービス等の充実 

 改修計画に基づく教育環境整備 

 子育て世代の女性が働きやすい環境整備等に対する支援 

小諸市学校再編計画  芦原中学校区の統合小学校は、令和 10年度の開校を目指し芦

原中学校敷地に併設 

 小諸東中学校区の再編は、芦原中学校区の再編後に実施 

小諸市公共施設等 

総合管理計画 

 将来の地域変化等に対応した施設の再編や公共サービス機能

の見直し 

 既存施設への集約化・複合化、機能のアウトソーシングによ

り規模の最適化を図る 

 新規整備や更新は将来の維持管理に配慮した設計を目指す 

小諸市こども計画  子育てや子どもの成長を地域で後押しする取組みや居場所づ

くり 

 子どもが安心して暮らせる都市基盤整備として、施設改修計

画に基づき計画的な改修を実施 
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 ２）施設の立地に係る現状 

子育て・教育施設として、子育て施設（保育園、幼稚園、幼児・児童施設）、教育施設（小

学校、中学校、高等学校、専門学校）の分布をまとめました。子育て施設のうち、計画策定時

には記載していなかった幼児・児童施設（児童館等）を新たにまとめています。 

 

 子育て施設は、各地区に１施設以上立地しています。 

 教育施設は、半数以上が用途地域内に立地しています。 

 令和４年に中央保育園と芦原保育園が廃止となり、南城森の保育園に統合されました。 

 

図 ２－３８ 子育て・教育施設の分布  

分類 施設数

保育園 8

幼稚園 5

幼児・児童施設 8

計 21

■子育て施設

分類 施設数

小学校 6

中学校 2

高等学校 2

専門学校 1

計 11

■教育施設
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 ３）施設の立地に係る課題 

子育て・教育施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 人口密度の低下する居住地域ではこどもの数も減少するものと推測され、こどもの減少に

応じた教育環境整備が求められており、「学校再編計画」に基づく学校の統合・再編に向け

た取組を進めています。 

 

図 ２－３９ 子育て・教育施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第４項 歴史的・文化的施設 

 １）上位計画・関連計画の整理 

表 ２－１３ 歴史的・文化的施設に係る上位計画・関連計画 

上位計画・関連計画 関連事項 

小諸市総合計画 

第５次基本構想 

 新図書館のオープンによる本に親しむ機会の向上 

 生涯学習施設の運営の充実 

小諸市文化財 

保存活用基本方針 

 文化財を活用したふるさと学習の充実 

 市民との協働・連携による文化財の保存と活用 

 文化財の活用と歴史遺産を活かしたまちづくり 

旧小諸本陣・大手門・ 

三之門地区 

文化・観光交流拠点化

に係る基本計画 

 歴史的建造物等と周辺施設や空間が連携した拠点化形成 

 点在する歴史文化資源の更なる保全活用の推進 

 居心地のよい文化・観光交流地区の形成 
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 ２）施設の立地に係る現状 

歴史的・文化的施設として、文化センター、図書館、博物館・美術館、資料館、文化財の分

布をまとめました。 

 

 歴史的・文化的施設は、半数以上が懐古園の敷地内をはじめ、小諸駅周辺地域に集積し、

文化センターが乙女駅周辺に立地しています。 

 本計画の策定に先立ち、集約型都市の形成に向けて、平成 27年度に市立小諸図書館を市庁

舎敷地一帯で整備しています。 

 

図 ２－４０ 歴史的・文化的施設の分布  

分類 施設数

文化センター 1

図書館 1

博物館・美術館 2

資料館 11

文化財 13

計 28

■歴史的・文化的施設
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 ３）施設の立地に係る課題  

歴史的・文化的施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 小諸駅周辺地域に集積される歴史的・文化的施設等の運営の充実・維持が求められており、

旧小諸本陣・大手門・三之門地区において、文化観光・交流の場となる施設を整備・活用

する等、運営体制・仕組みづくりの検討を進めています。 

 

図 ２－４１ 歴史的・文化的施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第５項 日用品を扱う商業施設 

 １）施設の立地に係る現状 

日用品を扱う商業施設として、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店、

薬局・薬店（日用品を扱う施設のみ）、ホームセンターの分布をまとめました。 

 

 日用品を扱う商業施設は、川辺地区を除く各地区に立地し、主に幹線道路沿線に立地して

おり、用途地域内での集積も確認できます。 

 計画策定時から閉店した施設も見られますが、新規開店したものもあり、市内の日用品を

扱う商業施設はおおむね維持されています。 

 小諸駅周辺地域においては、令和３年度に商業、福祉、交通等の複合的な機能を備えた中

心拠点複合型拠点施設の整備により、商業施設の立地誘導が図られています。 

 「長野県商圏調査」※12の平成 27（2015）年度と令和６（2024）年度の調査結果を比較する

と、飲食料品を居住する市町村内で調達する世帯の割合を示す地元滞留率は、86.6%から

90.3%へ高まっています。 

図 ２－４２ 日用品を扱う商業施設の分布 

                                                                                                                                                               
※12：長野県における消費者の買物行動を調査し、広域的商圏の動向を把握することを目的とした統計資料 

調査品目は、衣料品・身の回り品・文化品・飲食料品・日用品・その他（贈答品）の６つある 

分類 施設数

スーパーマーケット 6

コンビニエンスストア 20

食料品店 1

薬局・薬店

(日用品を扱う施設のみ)
7

ホームセンター 3

計 37

■日用品を扱う商業施設
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 ２）施設の立地に係る課題 

日用品を扱う商業施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 商業施設周辺における人口密度の低下は、施設の立地に影響を及ぼすと考えられます。 

 人口減少と高齢化がさらに進むことが予想されることから、徒歩圏での施設の確保・維持

及び交通サービスによるアクセス性の確保が求められます。 

 

図 ２－４３ 日用品を扱う商業施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第６項 金融施設 

 １）施設の立地に係る現状 

金融施設として、銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫、郵便局、農業協同組合の分布をま

とめました。 

 

 小諸駅周辺地域に金融施設が集積しています。 

 郵便局、農業協同組合は、市内各地区に立地しています。 

 

図 ２－４４ 金融施設の分布 

  

分類 施設数

銀行 3

信用組合 1

信用金庫 2

労働金庫 1

郵便局 11

農業協同組合 4

計 22

■金融施設
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 ２）施設の立地に係る課題 

金融施設について、将来の人口密度分布と重ね合わせ、課題を検討しました。 

 

 金融施設周辺における人口密度の低下は、施設の立地に影響を及ぼすと予想され、人口

減少に応じた施設の確保及び交通サービスによるアクセス性の確保が求められます。 

 

図 ２－４５ 金融施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第７項 行政施設 

 １）施設の立地に係る現状 

行政施設として、市役所庁舎、消防署、交番、警察署の分布をまとめました。 

 

 市役所庁舎が小諸駅周辺地域に立地しており、消防署及び警察署が国道 18 号沿線に立地し

ています。 

 交番は市内に２施設あり、小諸駅周辺地域に１施設、南大井地区の居住集積が進んでいる

地域に１施設立地しています。 

 小諸消防署は建物の老朽化・狭隘化に伴い、令和２年に移転・建替えが行われました。 

 

図 ２－４６ 行政施設の分布 

  

分類 施設数

市役所 1

警察署 1

交番 2

消防署 1

計 5

■行政施設
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図 ２－４７ 行政施設の分布・将来の人口密度（令和 17 年） 
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第５節 行政経営 

第１項 一般会計の状況 

小諸市一般会計決算では、人口減少・高齢化の進展により、歳入において自主財源が 10 年

間で約 20 億円程度減少しています。一方で、歳出において、社会保障費など扶助費や人件費

の増加により義務的経費は２億円ほど増加しています。普通建設事業など投資的経費は、4.5

億円減少しています。行政経営の一層の効率化と行政サービスの水準維持が求められます。 

 

表 ２－１４ 小諸市一般会計決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小諸市「令和６年度小諸市一般会計決算概要」、「平成27年度小諸市一般会計決算概要」 

（単位：百万円）

平成27年度 令和６年度

5,247 5,398

307 115

266 255

40 90

19 464

1,030 202

704 404

1,016 942

8,629 7,870

1,210 1,778

4,441 5,023

2,739 3,112

1,042 1,286

3,463 596

12,895 11,795

21,524 19,665

2,448 3,309

うち職員給 1,488 1,686

3,063 4,112

1,527 1,916

7,038 9,337

6,227 1,635

補助事業 2,708 916

単独事業 2,858 706

県営事業負担金 33 13

他団体事業負担金 628 0

0 76

6,227 1,711

2,221 2,743

158 421

2,526 2,233

うち一部事務組合負担金 703 762

1,573 1,665

5 36

868 722

7,351 7,820

20,616 18,868合計

計

そ
の
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計
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第２項 公共施設等総合管理計画 

過去に建設された公共施設等の多くが、更新時期を迎える一方で、市財政の厳しい状況が

続きます。また、人口減少・少子化等により今後の公共施設等の利用需要が変化していくこ

とが見込まれます。そこで、公共施設等の全体を把握し、長期的視点をもって更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担を軽減・平準化するとともに、その最適配

置を実現し、時代に即したまちづくりを行い、公共施設等の総合的な管理による老朽化対策

を推進するため、公共施設等総合管理計画を策定しました。 

今後は、既存施設の集約化・複合化や、民間活力の活用と連携による効率的で効果的な施

設運営が求められています。 

 

表 ２－１５ 小諸市公共施設等総合管理計画の概要 

１. 計画期間 令和４（2022）年度から令和 13（2031）年度まで（改訂後） 

２. 基本方針 【公共施設に関する基本方針】 

１. 将来の地域変化等に対応した施設の再編や公共サービス機能の見直

しを行います 

２. 施設重視から機能重視の視点で、単独での施設更新及び新規整備は行

いません 

３. 既存施設への集約化・複合化、機能のアウトソーシングにより規模の

最適化を図ります 

【インフラ施設（道路、橋梁、上下水道等）に関する基本方針】 

４. 適切な維持管理を実施して長寿命化を目指します 

５. 新たな需要に伴うインフラ施設の整備は効率的な対応を図ります 

６. 新規整備や更新は将来の維持管理等に配慮した設計を目指します 
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図 ２－４８ 公共施設等全体更新費用の試算結果 

出典：「小諸市公共施設等総合管理計画改訂版」（令和４年３月） 

 

 

第３項 行政経営に係る課題のまとめ 

 財政規模の縮小、社会保障費の増大の現状における行政サービスの水準維持 

 既存施設の集約化・複合化、民間活力の活用と連携による効率的で効果的な施設運営 
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第６節 中心拠点の形成 

第１項 中心拠点形成に向けた取組 

本市における中心拠点形成への取組は、平成 11 年度の小諸市中心市街地活性化基本計画の

策定から本格的にはじまり、平成 16 年度からは、都市再生整備計画に基づく事業（旧まちづ

くり交付金事業）を継続的に実施し、市庁舎敷地一帯での都市機能の再構築や交通社会実験

の実施等による公共交通サービスの導入検討を進めています。 

 

第２項 効果・課題のまとめ 

 市庁舎敷地一帯での都市機能の再構築等により、小諸駅周辺地域における都市機能の集

約・誘導が図られるとともに、社会実験の実施等により、集約した都市機能の積極的な活

用が図られ、出会い、語らう場として利用されています。また、交通社会実験を継続して

実施し、来訪者の回遊性の向上が図られています。 

 歴史的・文化的資源の活用に加え、整備した誘導施設等を継続的に活用することで、都市

機能の維持・強化や回遊性の向上を図り、にぎわいを創出することが求められています。 

 路線バスの維持が困難となる中、鉄道の活用や「こもろ愛のりくん」等の利便性向上を図

るため、駅等における交通結節機能の強化に向けた取組が求められています。 

 小諸駅周辺地域に隣接した地域において、人口減少及び少子高齢化の進行により、地域

コミュニティの希薄化、空き家の増加等の課題が顕著となっている住宅地が存在してお

り、良好な生活環境の維持と新たな定住促進に向けた取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４９ 小諸駅周辺地域での都市機能の集約・活用 

 

歴史的建造物を活用した
宿泊施設「粂屋」 

市民の交流・活動の場
「まちタネ広場」 

レストラン等が併設され
た市民ガーデン「停車場
ガーデン」 

小諸駅前における交通社
会実験の様子 

キッチンカー出店やイベ
ント等も行われる「あい
おい公園」 

複合型中心拠点誘導施
設「こもテラス」 

「こもテラス」内の交流
スペース「コモールひ
ろば」 

小諸市庁舎周辺への 
都市機能集約 
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第７節 現状と課題のまとめ 

第１項 分野別の現状と課題のまとめ 

前節までの検討を踏まえ、第３章「本計画における基本方針」の背景として、本市の都市

構造を取り巻く現状と課題について、次の５つの分野別にまとめました。 

図 ２－５０ 本市の都市構造を取り巻く現状と課題   

 ① 人口 

 人口減少と高齢化の進行に伴う人口集中地区（DID地区）の縮小・消失 

 市内各地区において人口密度が低下する地域の発生 

 居住集積が進む北陸新幹線佐久平駅に近い南大井地区をはじめ、幹線的な道路沿線での効

果的・効率的な居住環境の整備 

 高齢者ができるだけ住み慣れた地域で日常生活を営み続けられる仕組みづくり 

 若者・子育て世代等の移住・定住の促進 

③ 公共交通 

 鉄道の徒歩利用圏内の人口密度維持に資するサービス水準の担保 

 地域間幹線バス廃止を受け、鉄道の徒歩利用圏外への公共交通サービスの確保 

 市内の居住地から中心拠点へ概ね 30 分以内にアクセスを可能にするコミュニティ交通「こも

ろ愛のりくん」の運行効率の改善等による持続可能な運営 

② 土地利用 

 住宅用地拡大の一方で増加する空き家・空地の利活用 

 土砂災害等のリスクのある居住地域の存在 

④ 生活利便施設 

 鉄道の徒歩利用圏内に多く立地する浅間南麓こもろ医療センターをはじめとした医療施設

と、市内各地区に点在する福祉施設について、立地誘導と交通サービスの維持による誰もが

適時適切に医療・介護を受けられる環境づくり 

 各地区に立地する子育て・教育施設について、施設の老朽化や子どもの減少に応じた、学校再

編をはじめとする教育環境の整備 

 小諸駅周辺地域に集積される歴史的・文化的施設をはじめとする生涯学習施設の運営の充実 

 日用品を扱う商業施設や金融施設について、人口減少に応じた立地誘導と交通サービスの充

実によるアクセス性の確保 

⑤ 行政経営 

 財政規模の縮小と社会保障費の増大の現状における行政サービスの水準維持 

 既存施設の集約化・複合化や、民間活力の活用と連携による効率的で効果的な施設運営 
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第２項 都市構造の再編の必要性 

本市は、しなの鉄道・JR 小海線が結節する小諸駅周辺地域を中心とし、国道 18 号・141 号沿道

の沿道市街地、そして地域の各集落により都市が形成されています。本計画の策定以前より市庁

舎敷地一帯整備、公共空間整備、歴史的資源の活用、交通結節点の強化など、中心市街地の再生

に重点的に取り組んできました。これらの取組により、小諸駅周辺地域の利便性・魅力は着実に

高まってきています。 

一方で、人口減少や高齢化、児童生徒数の減少など都市全体を取り巻く状況は大きく変化して

います。教育環境の確保、公共交通の持続可能な運営、生活サービスの維持など市民生活に直結

する課題が市域全体で顕在化しつつあります。 

こうした変化を踏まえ、これからの都市構造には、中心拠点の再生を土台とし、地域の生活圏

に着目した地域拠点を新たに形成することで、市域全体で多極的に拠点が連携する「多極ネット

ワーク型コンパクトシティ」へ発展させることが求められています。 

 

 


